
 
入居者が退去し、住宅を解約する手続きは以下のとおりです。 

◆手続方法 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

◆フローチャート 
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住宅・駐車場の退去・解約 

 

退去・解約 

手続き 

・入居者が住宅から退去し、住宅の賃貸借契約を解約するとき

は、「退去届（住様式６）｣と｢住宅・駐車場賃貸借契約解約届

（住様式７）｣を退去・解約日の１ヵ月前までに提出してくだ

さい。 

退去日まで 

・入居時備え付け以外の備品類（入居者が設置した湯沸器、給湯

器、ガスコンロ、エアコン、照明器具等）はすべて撤去してく

ださい。 

・退去日までに純正キー２本を住宅管理課へ返却してください。

また、スペアキーを作成した場合はスペアキーも返却してくだ

さい。 

退去日以降 

・住宅の退去後、退去立会を行います。協会職員立会いのもと、

特別事由による補修の有無を確認します。立会日時は住宅管理

課へご連絡ください（退去立会を行わず、協会による確認をご

希望される方は事前にお申し出ください）。 

 ※住宅内の適切な管理及び使用を怠ったことによる破損は特別

事由として、補修費用が企業の負担となります。 

例：① 室内清掃 

    ② 私物の廃棄 

    ③ 錠前の取替え（純正キーの返却が２本ない場合） 

    ④ 滅失または毀損の修繕 

    ⑤ 入居者が行う模様替え及びその修繕 

・退去日以降、駐車場を使用することはできません。 

精算 
（特別事由がある場合） 

・住宅の返還後、特別事由がある場合は企業宛に請求させていた

だきます。 

 

受付 

内容確認 

賃貸借契約解約 

退去届 

住宅・駐車場賃貸借契約解約届 

鍵の返却・退去 

退去立会 

支払い 請求書 

請求依頼書 

退去立会結果通知書 内容確認 
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